
〈地域福祉コーディネーター事業〉 市受託事業として西部地域（小金井街道西側の地域）に担当職員1名を配置しています。
ちょっと気になる 身近な困りごとは地域福祉コーディネーターへ

　生活の中での悩みや困りごと、地域の中で感じていることや気になっていることなど、自分だけではなくお知り合いのことでも結構です。地域の皆さまと協力して解決に向けたお手伝いをします。

■ 対　象
■ 定　員
■ 内　容
■ 参加費
■ 申し込み

ひきこもりでお悩みの家族または本人
20人（各開催日の4日前までに申し込み）
参加者同士の交流
無料
申込フォーム、電話で
❶氏名（ふりがな） ●❷年代
●❸電話番号  ●❹お住まいの市
をお知らせください。

①②市役所7階701会議室（本町3-3-1）、
③中央町地区センター第3・4会議室（中央町6-1-1）

〈申込フォーム〉

　家族が学校にいかない、家にこもっている、仕事をしていない、関わり方がわからない・・・悩んでいるのはあなただけでは
ありません。家族同士で悩みを分かちあい、つながり支え合う会です。ほっとできる場としてお気軽にご参加ください。

家　　族　　会

ひがしくるめ ひきこもり家族会お話を聞くだけでもかまいませんお知らせ

日 時

場 所

①9月8日㈰、②10月20日㈰、③11月10日㈰
午後２時～４時

※この会は、ご家族とサポーター（不登校支援者、障がい者福祉事業者等）で運営しています。

地域福祉コーディネーター
（社会福祉協議会ボランティアセンター） 042-475-0739 042-476-4545【連絡先・問い合わせ】

（受付 午後1時45分、入退室自由）

〈月～金曜日 午前8時半～午後5時15分〉
042-475-0739 042-476-4545

ボランティア
センター

日 時
会 場
定 員
申し込み

：
：
：
：

■
■
■
■

10月3日（木）午前10時～11時半
社協会議室
10人
9月2日（月）～9月26日（木）
申込フォームまたは電話、ファクスで
●❶氏名　●❷年齢　●❸住所
●❹電話番号をお知らせください。

　駅や公共施設などで見かけることの多くなったAED（自動体外式除細動器）。しかし、実際の使用
率は5％未満だといわれています。
　いざという場面で使えるようにAEDを使用した心肺蘇生法の普及と技能・技術の向上を図ること
を目的とする「東久留米CPR友の会」でのボランティア体験講座です。

募集

〈申込フォーム〉

AED普及・啓発のボランティア体験講座を行いますAED普及・啓発のボランティア体験講座を行います

ボランティアから
ハンドマッサージを受ける
ミニデイホーム参加者

子ども食堂でのボランティア訓練人形を使ってAEDを体験

日 時

場 所
費 用
申し込み

：

：
：
：

■

■
■
■

10月1日（火）～11月29日（金）のうち
半日程度（日時は各団体による）
市内の各団体活動場所
食費・材料費などの実費
10月1日（火）～11月15日（金）
電話・ファクス・メール

volunteer@higashikurume-shakyo.or.jp

ミニデイホーム
高齢者や障がい者を対象に、
趣味、生きがい、交流　など

子育てサロン
遊び、交流、食事、勉強の場
など

みんなのサロン
団体ごとにテーマがあります。認知症カフェ、
不登校の子どもたちの居場所　など

　地域のボランティアが企画・運営する「支え合いの居場所」での見学・参加、運営ボランティア体験会です。

募集 ミニデイホーム・サロン 見学＆体験会ミニデイホーム・サロン 見学＆体験会

■ 会　場
■ 講　師
■ 対　象
■ 参加費
■ 定　員
■ 申し込み

市役所1階市民プラザホール（本町3-3-1）
池袋公証役場　公証人　山下  隆志 氏
東久留米市在住の方
無料　　　　　
40名（事前申込制）
9月2日（月）～10月11日（金）電話または申込フォームで、
❶氏名　❷年齢　❸住所　❹電話番号をお知らせください。

【申し込み・問い合わせ】成年後見制度推進機関 042-479-0294

備えて安心！備えて安心！老い支度講座老い支度講座
「老後に役立つ制度のお話し」

　「任意後見制度」、「遺言」、「死後事務委任」、「家族信託」・・・制度の概要や対象者、
利用方法について公証人がわかりやすく説明します。

10月22日（火） 午後2時～4時日 時

ご案内

〈申込フォーム〉

やました たかし

社協会
員限定

！
お譲りします！

　社協が貸し出していた車いすで、耐用年数（7年）を経過したものをお
譲りします（応募者多数の場合は抽選）。
【台数】中古車いす  2台  （自走式・介助式  各１台）
【条件】 ①社協会員であること※令和6年9月1日現在
　　　 ②社協事務局に、車いすを受け取りに来ることができる方
　　　　 （代理人でも可）
【申込方法】往復はがきに①社協会員氏名　②年齢　③住所　
　④電話番号　⑤車いす使用者氏名と会員との関係（続柄）　
　⑥希望する車いす（自走式／介助式／どちらでも良い）をご記入の上、
9月25日（水）までにお申し込みください。※必着

【結果発表】10月中旬（返信はがきで通知します）
【車いす展示】9月9日（月）～13日（金）午前9時～午後5時、対象の車い
すを社協事務局ボランティア交流室で展示します。

中古車いす

【問い合わせ】総務担当 042-471-0294

社会貢献型後見人養成講習 受講者 応募説明会

【応募資格】
　以下の①～⑤を全て満たしている方
　①市内に住民票がある方　
　②社会福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康な方
　③応募時に20歳以上で概ね65歳未満の方
　④養成講習全日程に参加可能な方
　⑤社協の地域福祉権利擁護事業生活支援員として
　　活動可能な方（実地研修含む）

【養成までの流れ】
　説明会参加（必須）→１次選考（書類）→2次選考（面接）

　認知症高齢者の増加と共に、成年後見制度の利用者も増加しています。財産管理や施設入所手続きなどができない人などの
権利を守り、同じ市民の目線に立って支援する「社会貢献型後見人」を養成するにあたり、説明会を開催します。

　→養成講習受講（1月～2月の間で6日）→実地研修等を経
　て社会貢献型後見人として社協に登録

【説明会】
　以下のいずれかの日程にご参加ください
　①9月6日（金）午前10時～11時半
　②9月11日（水）午後2時～3時半
　○会場：社協会議室　※各日先着15人
　○申し込み：各前日午後5時までに電話または申込フォー
ムで、　❶氏名　❷年齢　❸住所　❹電話番号
　をお知らせください。

【申し込み・問い合わせ】成年後見制度推進機関 042-479-0294

〈申込フォーム〉

募集

募集

〈申込フォーム〉

【申し込み・問い合わせ】相談支援担当 042-479-6294

【内　容】　認知症や知的・精神の障がいなどにより、日常生活
に不安のある利用者宅を訪問し、福祉サービスの利用手続
きや郵便物の整理、日常の金銭管理をお手伝いします。

【応募資格】　以下の①～⑤を全て満たしている方
　※特別な資格は不要です
　①社会福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康な方
　②応募時に20歳以上で概ね70歳未満の方
　③東久留米市在住　※近隣市在住でも活動が可能と判断で

きる方
　④平日の日中に週1回、1～2時間程度の活動が可能な方
　⑤採用後、社協が行う新任生活支援員研修を受講できる方
【報　酬】　1時間　1,113円　※募集時点
【活動までの流れ】　説明会参加→1次選考（書類）→
　2次選考（面接）→研修→雇用契約→活動

【事業説明会】　以下のいずれかの日程にご参加ください
　①9月3日（火）午後2時～3時半
　②9月13日（金）午前10時～11時半
　〇会場：社協会議室
　〇申し込み：各前日午後5時

までに電話または申込
フォームで、

　　❶氏名 ❷年齢 ❸住所
　　❹電話番号 をお知らせ
　　ください。

現在30名の生活支援員が活動中！主婦の方、定年退職後の方など大歓迎！お気軽にお問い合わせください。
地域福祉権利擁護事業 生活支援員

これから支援に行って来ます
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